令和４年８月発生豪雨災害
農地・農業用施設を被災された方へ
鹿角市農地等小規模災害復旧支援事業
補助金交付までの流れ


① 補助金交付申請書の提出（申請者→市）
　　〔提出期限：令和４年９月３０日(金)〕
（申請時の提出物）
・補助金交付申請書・見積書の写し・位置図・現場写真・同意書
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② 補助金交付申請の審査結果（可否）を通知（市→申請者）



③工事着手（市からの交付決定通知が必要となります。工事は
申請者が発注して行います。）



④ 工事完了
（※工事写真を準備ください：｢施工前｣、｢施工中｣、｢施工後｣）



⑤ 代金の支払い（申請者→工事業者）
※一旦、申請者が全額をお支払いください




⑥ 実績報告書の提出（申請者→市）　※領収書（写）、工事写真、
市への請求書を添付〔提出期限：令和５年３月１５日(水)〕



⑦ 市による工事完成状況の現地確認



⑧ 申請者本人名義の金融口座に補助金を振込み（市→申請者）


※交付手続きについては、上記期限内に申請・報告等があった箇所から、随時交付処理を行っていきます。
問い合わせ先：農地林務課 農地整備班（電話３０－０２４６）
